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柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業選定プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

（１）件名 

   柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業 

（２）業務目的 

   現在、柳泉園組合（以下「当組合」という。）では、清瀬市、東久留米市及び西東

京市（以下「関係市」という。）のうち、西東京市から搬入されたペットボトルを

選別梱包処理し、指名競争入札で落札したリサイクラーに売払っています。落札し

たリサイクラーが日本国内でＰＥＴペレットやＰＥＴフレーク等に再資源化する

までは確認しているものの、その後はペットボトル以外の製品に再商品化されたり、

あるいは再資源化商品が海外流出されたりする場合が想定されます。 

   そこで、当組合とペットボトル水平リサイクルを実施できる事業者の間で協定を

結び、安定的にペットボトルの水平リサイクルをすることで、地域における二酸化

炭素排出量の削減と資源の国内循環を図り、ＳＤＧｓの目標１２「つくる責任、つ

かう責任」に掲げられた「持続可能な生産消費サイクルの実現」を推進することを

目的とします。 

（３）業務内容 

   ア 事業者は、別添１「柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業に伴う売払

仕様書（案）」に基づき、リサイクラーが再資源化したペットボトル原料の全

量（夾雑物を除く）を買取り、そのペットボトル原料を、環境保全対策に万全

を期しつつ日本国内においてペットボトルとして再商品化することで、ペットボ

トル水平リサイクルを最大限実現することを目指すこととします。 

   イ 事業者は、１か月ごとにリサイクル状況等の報告を行うこととします。 

   ウ 事業者は、ペットボトルの再商品化に係り、厚生労働省「食品用器具及び容器包

装における再生プラスチック材料の使用に関する指針（ガイドライン）」を順守す

ることとします。 

   エ 事業者は、持続可能な生産消費サイクルの実現やその他ＳＤＧｓの達成のた

めに、当組合が実施できる環境事業を提案し、その取組みに協力することとし

ます。 

（４）履行及び協定期間 

   令和６年７月１日から令和７年３月３１日までとします。なお、当組合と事業者

のいずれかにより、事業期間終了の日の６月より前の日に事業終了の意思が申し出

られないときは、１年を超えない期間で自動継続するものとします。 
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２ 実施形式 

  公募型プロポーザル方式 

 

３ 参加資格要件 

  応募申込みにあたっては、以下の要件をすべて満たす必要があり、要件を満たさな

い項目があった場合は、欠格とし、審査を行わないものとします。 

（１）ペットボトル水平リサイクル事業に関する必要な技術等の知識を有し、実施要領

の趣旨等に従って事業を実施する法人又は複数法人の連合体であることを要しま

す。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員

である法人等に該当しないこと、また、その他暴力団（同法第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で

はないことを要します。契約後、上記の者に該当することが判明した場合は、契約

解除の対象となります。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であることを要します。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づく更生手続き又は再生手続きを行っている者でないことを要します。

（ただし、更生計画認可決定や再生計画認可決定がなされている場合は、この限り

ではありません。） 

（５）禁錮刑以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から２年を経過しない者に該当する役員がいない団体であることを要します。 

（６）国税（法人税又は所得税及び消費税（地方消費税を含む）をいう。）及び地方税

について未納の税額がないことを要します。 

（７）政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないことを要します。 

（８）プロポーザル参加申請日時点で、当組合又は関係市において指名停止を受けてい

る場合は当該選定に参加できません。 

（９）プロポーザル参加申請日時点で、当組合又は関係市において入札参加除外措置を

受けている場合は当該選定に参加できません。 

（10）法人連合体の場合は、以下によることを要します。 

   ア すべての構成員が、上記（２）から（９）までの要件を満たしていることを

要します。 

   イ 代表法人及び構成法人の役割分担が明確になっていることを要します。 

   ウ 応募申込後に構成法人を変更、追加することは、原則として認めません。 

   エ 単独で応募した一つの法人は、ほかの法人連合体の構成員となることはでき
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ません。また、一つの法人は、複数の法人連合体の構成員になることはできま

せん（再資源化事業者を除く）。 

 

４ プロポーザルへの参加申込み 

（１）提出書類 

   ア 参加表明書（様式１）   正本１部、副本７部 

   イ 柳泉園組合競争入札参加資格審査申請登録（以下「資格登録」という。）を

していない場合、下記の書類を提出してください。   正本１部、副本７部 

     （ア） 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）（法人） 

     （イ） 履歴事項全部証明書（商号登記簿謄本）（商号登記している個人） 

     （ウ） 身分証明書（商号登記していない個人） 

     （エ） 登記されていないことの証明書（商号登記していない個人） 

     （オ） 直近２会計年度の財務諸表（法人及び個人） 

     （カ） 法人事業税の納税証明書（法人） 

     （キ） 納税証明書（法人にあっては法人税、個人にあっては申告所得税、

かつ消費税及び地方消費税） 

     なお、法人連合体により本プロポーザルに参加する場合は、構成法人ごとに

上記（ア）～（キ）の書類を併せて提出してください。 

（２）提出期間 

   令和６年３月２２日（金）午後３時から３月２９日（金）午後５時まで（必着） 

（３）提出場所 

   柳泉園組合管理棟１階事務室受付カウンター 資源推進課（内線：２１６２） 

   〒２０３－００４３ 東久留米市下里四丁目３番１０号 

   電話番号：０４２－４７０－１５５２（資源推進課直通） 

（４）提出方法 

   持参又は郵送により提出してください。 

   ※１ 持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとします。（土日祝

日を除きます。） 

   ※２ 郵送の場合は書留郵便に限るものとし、提出期限内に必着とします。なお、

郵便途中の事故等があった場合については、当組合は一切関知しませんので

ご了承ください。 

 

５ 参加資格審査結果の通知等 

  参加資格及び要件を満たしているかを審査し、参加表明書（様式１）を提出したす

べての事業者に対し、参加資格審査結果通知書（様式２）を郵送して通知します。な

お、審査結果に疑義がある場合は、通知の日から７日以内（閉庁日を除く）に書面に
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よりその理由について当組合へ説明を求めることができます。 

   発送予定日：令和６年４月２日（火） 

 

６ 質問及び回答 

（１）質問内容 

   質問は、提案書の作成及び提出に必要な事項及び業務実施に必要な事項に限るも

のとし、評価及び審査に係る質問は一切回答しません。 

（２）提出期間 

   令和６年４月２日（火）午前９時から４月８日（月）午後０時まで（必着） 

（３）質問方法 

   質問書（様式３）により、下記に記載するメールアドレス宛に送付してください。

なお、件名は「【事業者名】プロポーザルに関する質問」とし、電子メール送信後

は確認のため電話連絡（電話番号：０４２－４７０－１５５２）してください。な

お、電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しません。 

   メールアドレス：info@ryusenen.or.jp 

（４）回答日 

   令和６年４月９日（火）の予定 

（５）回答方法 

   当組合ホームページに回答を掲載します。 

 

７ 参加の辞退 

  参加資格審査結果通知後に本プロポーザルを辞退する場合は、令和６年４月１２日

（金）午後５時までに辞退届（様式４）を当組合まで持参又は郵送してください。辞

退することによって、今後の当組合との協定及び契約等に不利益な取扱いをするもの

ではありません。 

 

８ 提案書類の作成及び提出 

  参加資格審査結果通知書において、参加資格を有すると認められた方は、以下の書

類を提出してください。その際、提案依頼内容の各項目及び付帯する内容について、

当組合にとって有用な提案等があれば併せて記載してください。 

  なお、提案に係る費用については全て参加事業者の負担とします。また、提案書等

提出届（様式５）を除き、書類の形式は任意としますが、用紙サイズは原則としてＡ

４、使用する主たる言語は日本語、通貨は日本円とします。 

（１）提出書類 

   ア 提案書等提出届（様式５） 

   イ 事業提案書 
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     （ア） 事業者概要 

         以下の事項を記載してください。 

         ａ 設立年月日 

         ｂ 本社所在地 

         ｃ 柳泉園組合に最寄りの活動拠点 

         ｄ 資本金 

         ｅ 平成３０年度から令和４年度までの売上金額、売上高経常利益 

         ｆ 社員数 

     （イ） 全体的な提案のポイント 

         ペットボトル水平リサイクル事業に係る基本理念、長期的な展望、

方針等と今回の提案の要点を記載してください。 

     （ウ） 実績について 

         ペットボトル水平リサイクル事業の実績、水平リサイクル以外で使

用済みペットボトルをペットボトル原材料（ＰＥＴフレーク、ＰＥＴ

ペレット等）にリサイクルした事業の実績を記載してください。その

際、直近５ヵ年については、年度ごとの使用済みペットボトルの調達

先、リサイクルしたペットボトル等の出荷量を、地方公共団体（一部

事務組合含む。）とそれ以外に分けて記載してください。 

     （エ） 事業実施体制 

         当該事業の実施体制、当組合との連絡体制及び事業実施中に発生す

るリスクと対応を記載してください。法人連合体により本プロポーザ

ルに参加する場合は、提携する事業において代表者及び各構成員が担

う役割を記載してください。 

     （オ） 事業実施計画 

         実施期間（優先交渉権者決定後から事業開始までのスケジュール含

む。）における実施計画等を記載してください。なお、以下の事項を

含めてください。 

         ａ 当組合が売払うペットボトルの運搬、リサイクル処理、製造販

売、残渣処理及び異物処理について、その状況を管理、報告でき

る実施体制を構築していることがわかるように記載してくださ

い。 

         ｂ 運搬又はリサイクル処理を委託する場合は、業務委託同意書と

して、委託先が確保できていることを確認できる文書（委託先、

委託内容、委託期間について、文書への押印等により委託先の意

思確認ができるもの）を添付してください。 

     （カ） 施設概要、稼動実績 
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         当該事業を実施する施設の概要及び工程ごとの処理能力と処理量

（過去２年間の実績並びに令和６年度及び７年度の計画）を記載して

ください。イ（オ）に基づいて工程の一部を委託する場合は、委託先

の処理能力と処理量を記載してください。 

   ウ 環境事業等提案書 

     当該事業の実施に伴い、持続可能な生産消費サイクルの実現やその他ＳＤＧ

ｓの達成のために、事業者と当組合が実施できる環境に係る事業等を記載して

ください。その際、具体的なテーマや実施主体についても記載してください。

また、他団体等で実施した実績があれば記載してください。 

   エ 売払価格に係る提案書 

     売払価格に関する考え方を記載してください。価格自体については、その時

節ごとの相場等により変わるものと考えられるため記載する必要はありませ

んが、売払価格を容易に算定することが可能な計算方法や、算定に係る資料の

入手方法等を提案してください。また、相場が逆有償になった場合の考え方も

提示してください。 

   オ その他 

     当該事業に含まれないものの、当該事業の運営に関して有用と考えられる提

案がある場合は提示してください。また、その提案内容について業務を委託し

た場合の経費等について、見積もりを添付してください。 

（２）提出部数 

   正本１部、副本７部、電子媒体１部（ＰＤＦ形式のＣＤ－ＲＯＭ） 

   ※副本には事業者名だけでなく、事業者名を連想させるロゴやブランド等も記載

しないでください。 

（３）提出期間 

   令和６年４月９日（火）午前９時から４月１５日（月）午後５時まで（必着） 

（４）提出場所 

   柳泉園組合管理棟１階事務室受付カウンター 資源推進課（３ページ、４プロポ

ーザルへの参加申込み（３）と同様） 

（５）提出方法 

   持参又は郵送により提出してください。 

   ※１ 持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとします。（土日祝

日を除きます。） 

   ※２ 郵送の場合は書留郵便に限るものとし、提出期限内に必着とします。なお、

郵便途中の事故等があった場合については、当組合は一切関知しませんので

ご了承ください。 
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９ 審査方法 

  本プロポーザルにおける事業者選定のための審査は、「柳泉園組合ペットボトル水

平リサイクル事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」にて行います。 

（１）選定委員会の委員構成 

   ア 委 員 長  柳泉園組合事務局長事務取扱助役 

   イ 委 員  西東京市みどり環境部長 

   ウ 委 員  西東京市みどり環境部ごみ減量推進課長 

   エ 委 員  柳泉園組合総務課長 

   オ 委 員  柳泉園組合資源推進課長 

（２）審査基準 

   選定委員会は、事業者から提出された提案書類及びプレゼンテーションについて、

次の表に示す項目及び基準に基づいて審査します。（１３０点満点） 

   ア 一次審査（書類審査） 

審査項目 審査基準 得点 

技 

 

術 

 

提 

 

案 

安定的かつ適正処

理の確保、処理能力 

当組合が売払うペットボトルを安定的かつ適

正に処理するための処理能力を有しているか。

万全な実施体制が整備されているか。 

１０ 

再生技術 

当組合が売払うペットボトルの半永久的な再

生は可能か。再生ペットボトルの生産過程（回

収から再生ペットボトル製造）において石油由

来ＰＥＴ樹脂の使用と比較し、排出される二酸

化炭素排出量を削減できているか。 

１０ 

再生品の品質等 

厚生労働省「食品用器具及び容器包装における

再生プラスチック材料の使用に関する指針（ガ

イドライン）」に基づき、安全性の判断基準を

満たし、適切な製造品質管理が行われている

か。不純物を可能な限り除去するなどの技術力

を有し、水平リサイクルの実現性が高いか。 

 

１０ 

事業実績 
ペットボトル水平リサイクルを行った実績を

十分に有しているか。 
１０ 

環境事業等提案書 

提案内容が、人材育成や市民意識の高揚に効果

が期待できるものか。当組合において実現可能

な提案であるか。 

２０ 

実現に向けた意欲 
提案実現に向けた意欲はあるか。また、当組合

の事業目的を理解した提案になっているか。 
２０ 
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売払価格に係る提案書 
応募者の価格提案を応募者のうちで最も高い

価格提案で除した値に配点を乗じた点とする。 
２０ 

   イ 二次審査（プレゼンテーション審査） 

審査項目 審査基準 得点 

業務遂行能力・表現力・知

識・理解度・コミュニケー

ション能力 

企画提案書の内容と相違がなく、理解しやすい

内容であるか。 
１０ 

わかりやすく適切に説明しているか。 １０ 

質問内容を的確に理解し、質問に対する回答が

明確かつ迅速であるか。 
１０ 

 

10 一次審査（書類審査） 

（１）選定方法 

   選定委員会において、提出された提案書類について書類審査を行います。各委員

の得点の平均点を、一次審査の得点とします。一次審査に参加した事業者が４者以

上となった場合には、一次審査の得点が高い上位３者を一次審査通過者とします。

なお、同点の場合は審査項目の「環境事業等提案書」における各委員の得点の平均

点が高い事業者を上位とします。 

（２）審査結果の通知 

   審査結果は、一次審査結果通知書（様式６）を郵送して通知します。なお、審査

結果に疑義がある場合は、通知の日から７日以内（閉庁日を除く）に書面によりそ

の理由について当組合へ説明を求めることができます。 

   発送予定日：令和６年４月２２日（月） 

 

11 二次審査（プレゼンテーション審査） 

（１）期日 

   令和６年４月３０日（火）（時間については、別途通知します。） 

（２）場所 

   柳泉園組合管理棟３階見学者説明室 

（３）出席者 

   各事業者５名以内 

（４）審査時間 

   提案内容の説明を３０分以内、質疑応答１５分程度とし、審査前後に別途準備、

片付けの時間を設けます。 

（５）使用機器 

   下記の機材は審査会場に備えてあり、プレゼンテーションの際に使用することが

できます。その他のプレゼンテーション用の機材が必要な場合は、事前に申し入れ
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た上で、事業者側で準備してください。 

   ア スクリーン１面 

   イ 電源一式（電源タップ含む） 

   ウ プロジェクター（日立プロジェクター ＣＰ－ＷＸ４０２２ＷＮ） 

   エ プロジェクター接続ケーブル（ＨＤＭＩ⇔ＨＤＭＩケーブル） 

（６）注意事項 

   ア 審査は、原則として提案書類の提出順とします。 

   イ 公平性を確保する目的で、プレゼンテーション資料には事業者名等を記載せ

ず、出席者自身も名札や社章等を外したうえで説明してください。 

   ウ 説明は提出された提案書類に沿って行うこととし、追加資料等の当日配布は

認めません。 

   エ 事業者による会場内での録音録画は禁止します。 

   オ 進行は当組合職員が行い、事業者はその指示に従い説明等を行うこととしま

す。 

   カ 上記のほか、審査を阻害する行為は禁止します。 

（７）選定方法 

   各委員における一次審査の得点二次審査の得点を合計し、その平均点が最上位で

ある事業者を優先交渉権者、第２位である事業者を次点交渉権者として選定します。

なお、同点の場合は審査項目の「環境事業等提案書」における各委員の得点の平均

点が高い者を上位とします。また、参加者が１者の場合でも本プロポーザルは成立

しますが、各委員の得点の平均点が８０点に満たない場合は非選定とします。 

（８）審査結果の通知と公表 

   審査結果については、二次審査結果通知書（様式７）を郵送して通知します。な

お、審査結果に疑義がある場合は、通知の日から７日以内（閉庁日を除く）に書面

によりその理由について当組合へ説明を求めることができます。 

   優先交渉権者決定後は、本プロポーザルの審査結果及び優先交渉権者の名称、代

表者名、住所等を当組合ホームページで公表します。 

    発送予定日：令和６年５月７日（火） 

 

12 協定及び契約の締結 

（１）当組合及び優先交渉権者は、提案内容に沿って事業内容等について詳細協議及び

調整を行い、双方合意の上で期間中の協定を締結します。 

（２）当組合と優先交渉権者は、当該事業と関連する「柳泉園組合ペットボトル水平リ

サイクル事業に伴う売払」について、実施に向けた協議を行い、整い次第、令和６

年度の契約手続きを行うものとします。以降の契約については、年度ごとにそれぞ

れ契約を締結するものとします。なお、優先交渉権者は当該契約に係り、当組合と
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随意契約を締結するリサイクラーを指定することができます。 

（３）契約単価については、本プロポーザルで提案された売払価格に係る提案に基づき、

協議のうえ適用します。 

（４）優先交渉権者との協議が整わなかった場合には、次点交渉権者と詳細協議及び調

整を行い、協定及び契約を締結します。 

 

13 失格事項 

  本プロポーザルの参加事業者又は提案書類が、次のいずれかに該当する場合は、そ

の提案を失格とします。 

（１）参加資格要件を満たしていない場合 

（２）提出した書類に虚偽の記載があった場合（ただし、誤字、脱字や単純な錯誤によ

る場合はこの限りではありません。） 

（３）本実施要領等で示された提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項

等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

（４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

14 提出書類の取扱い 

  提出書類は如何なる理由に関わらず返却しません。また、各事業者から提出された

提案書の正本は、当組合において１０年間保存した後、適正に処分します。副本は、

協定締結事業者から提出されたものについては１０年間保存した後、適正に処分しま

す。それ以外の事業者から提出されたものは協定及び契約を締結した後、適正に処分

します。 

 

15 情報公開 

  本プロポーザルに関して参加事業者から提出された書類について、柳泉園組合情報

公開条例（平成１３年条例第４号）により情報公開請求が行われた場合は、当該事業

者等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、第三者情報とし

て、提出書類を作成した事業者に意見を聴取したうえで、開示又は非開示の決定を行

うこととします。 
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16 スケジュール 

項  目 予  定  日 

参加申込み期間 
令和６年 ３月２２日（金）午後３時から 

     ３月２９日（金）午後５時まで 

参加資格審査結果の通知 令和６年 ４月 ２日（火）発送予定 

質問受付期間 
令和６年 ４月 ２日（火）午前９時から 

     ４月 ８日（月）午後０時まで 

質問回答 令和６年 ４月 ９日（火）予定 

提案書類提出期間 
令和６年 ４月 ９日（火）午前９時から 

     ４月１５日（月）午後５時まで 

一次審査結果の通知 令和６年 ４月２２日（月）発送予定 

二次審査（プレゼンテーション）

実施日 
令和６年 ４月３０日（火）予定 

二次審査結果の通知 令和６年 ５月 ７日（火）発送予定 

協定内容及び契約内容の調整 令和６年 ５月中 

協定締結 令和６年 ５月３１日（金）予定 

ペットボトル水平リサイクル 

事業開始 
令和６年 ７月 １日（月） 

 

17 その他留意事項 

（１）やむを得ない理由により、本プロポーザルを実施することができないと認められ

る場合、プロポーザルを停止、中止又は取り消す場合があります。なお、この場合

において当該プロポーザルに要した費用を、当組合に請求することはできないこと

を予め了承してください。 

（２）提出期限以降における提案書類等の変更や修正、差替え及び再提出は原則として

認めません。ただし、誤字、脱字や単純な錯誤による場合の修正についてはこの限

りではありません。 

（３）１事業者又は１法人連合体につき１つの提案しか行うことができません。 

（４）提出された提案書類等の著作権は事業者に帰属しますが、当組合が本プロポーザ

ルの手続き及びこれに係る事務処理に必要な範囲において、複製、記録及び保存を

行う場合があります。 

（５）事業者は当組合に対し、事業者が企画を創作したこと及び第三者の著作権、著作

人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産を侵害するものではない

ことを保証するものとします。 

（６）提案内容の利用について、第三者からの権利侵害の訴えその他の紛争が生じたと

きは、事業者は自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ当組合
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に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。 

 

18 本件に係る事務局 

  柳泉園組合 資源推進課 管理係 

  〒２０３－００４３ 東京都東久留米市下里四丁目３番１０号 

  電話番号：０４２－４７０－１５５２ 

  担  当：島田 

  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：shigen@ryusenen.or.jp 



（様式１） 

 

 年  月  日 

 

（宛先）柳泉園組合管理者 

 

 

（提出者）               

住所又は居所             

商号又は名称             

代表者職氏名             

 

参加表明書 

 

 下記のプロポーザルに参加したいので、関係書類を添えて提出します。 

 また、「柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業選定プロポーザル実施要領」に

ある参加資格のすべてを満たしており、かつ記載事項はいずれも事実に相違ないことを

誓約します。 

 

記 

 

１ 件名 

  柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業 

 

２ 添付書類（☑印を付けてください） 

□ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本）（法人） 

□ 履歴事項全部証明書（商号登記簿謄本）（商号登記している個人） 

□ 身分証明書（商号登記していない個人） 

□ 登記されていないことの証明書（商号登記していない個人） 

□ 直近２会計年度の財務諸表（法人及び個人） 

□ 法人事業税の納税証明書（法人） 

□ 納税証明書（法人にあっては法人税、個人にあっては申告所得税、かつ、消費 

税及び地方消費税） 

（注）法人連合体により本プロポーザルに参加する場合は、事業者ごとに上記の書類を

併せて提出してください。 

 



【連絡先】 

所属部署： 

担当者名： 

電話番号： 

ＦＡＸ番号： 

連絡用メールアドレス： 

 



（様式２） 

 

 年  月  日 

 

 

            様 

 

柳泉園組合管理者         

 

参加資格審査結果通知書 

 

 先に参加表明のありました「柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業」のプロポ

ーザルの参加資格審査結果について、次のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 件名 

  柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業 

 

２ 結果 

（１）参加資格を有することを認めます。 

（２）次の理由により、参加資格を有することを認められません。 

   理由： 

※参加資格の有無により（１）又は（２）を記載 

 

３ その他 

※必要な連絡事項を記載 

※参加資格の無い者へは説明を求められる期間及び方法を記載 

 

 



（様式３） 

質問書 

 年  月  日 

 

   枚中  枚目 

 

 

 

 （注１）質問の文字数が多い場合は、行高を調整してください。 

 （注２）２ページ以上になる場合は、枚数を明らかにしてください。 

貴 社 名  

担 当 者 名  

電 話 番 号  

メールアドレス  

№ 要領・仕様書等 ページ 番号等 質問内容 

１ 

 

 

 

 

   

２ 

 

 

 

 

   

３ 

 

 

 

 

   

４ 

 

 

 

 

   



（様式４） 

  年  月  日 

 

 

辞退届 

 

 

（宛先）柳泉園組合管理者 

 

 

（提出者）                  

住所又は居所                

商号又は名称                

代表者職氏名                

 

 

  年 月 日付で参加表明した「柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業」選定

プロポーザルについて、以下の理由により辞退します。 

 

 

辞退理由： 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

所属部署： 

担当者名： 

電話番号： 

ＦＡＸ番号： 

連絡用メールアドレス： 

 



（様式５） 

 

年  月  日 

 

提案書等提出届 

 

（宛先）柳泉園組合管理者 

 

 

（提出者）                  

住所又は居所                

商号又は名称                

代表者職氏名                

 

 下記のプロポーザルについて、本件実施要領等に基づき、提案書等を提出します。な

お、提出書類の記載事項及び添付書類について事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 件名 

  柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業 

 

２ 添付書類（☑印を付けてください） 

□ 事業提案書 

□ 環境事業等提案書 

□ 売払価格に係る提案書 

（以下、その他提出書類があれば記載してください。） 

□  

□  

 

【連絡先】 

所属部署： 

担当者名： 

電話番号： 

ＦＡＸ番号： 

連絡用メールアドレス： 



（様式６） 

 

一次審査結果通知書 

 

 

          様 

 

 

柳泉園組合管理者        

 

 

 

 企画提案書を提出していただきましたプロポーザルについて、柳泉園組合ペットボト

ル水平リサイクル事業者選定委員会において審査した結果を、次のとおり通知します。 

 

 

 

１ 件名 

  柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業 

 

２ 結果 

（１）貴事業者を二次審査選考候補者として特定しました。 

（２）貴社は優先交渉権者として特定されませんでした。 

※審査結果により（１）又は（２）を記載 

 

３ その他 

※必要な連絡事項を記載 

※二次審査選考候補者に特定されなかった者へは説明を求められる期間及び方法を 

記載 

 



（様式７） 

 

二次審査結果通知書 

 

 

          様 

 

 

柳泉園組合管理者        

 

 

 

 企画提案書を提出していただきましたプロポーザルについて、柳泉園組合ペットボト

ル水平リサイクル事業者選定委員会において審査した結果を、次のとおり通知します。 

 

 

 

１ 件名 

  柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業 

 

２ 結果 

（１）貴事業者を優先交渉権者として特定しました。 

（２）貴事業者を次点交渉権者として特定しました。 

（３）貴社は優先交渉権者として特定されませんでした。 

※審査結果により①又は②又は③を記載 

 

３ その他 

※必要な連絡事項を記載 

※優先交渉権者に特定されなかった者へは説明を求められる期間及び方法を記載 

 


	☆柳泉園組合ペットボトル水平リサイクル事業選定プロポーザル実施要領
	【様式1】参加表明書
	【様式2】参加資格審査結果通知書
	【様式3】質問書
	【様式4】辞退届
	【様式5】提案書等提出届
	【様式6】一次審査結果通知書
	【様式7】二次審査結果通知書

